


当社は脱炭素経営を促進しています。 

 

脱炭素経営宣言とは・・・ 

 

中小事業者を含めたあらゆる事業者の脱炭素化を支援・促進するため、大阪府が創設した制度です。 

 

大阪府は、脱炭素化を促進するセミナーの開催等を通じて脱炭素経営宣言登録制度の周知を行うとともに、商工会

議所や地域の金融機関等の関係機関と連携して、脱炭素経営宣言の働きかけを行います。 

 

脱炭素経営を宣言した事業者に対して、府が脱炭素経営宣言登録書を発行するとともに、大阪府ホームぺージ等によ

り広く PRすることのほか、排出削減支援事業者と連携して、それぞれの事業者の取組状況に応じた最適な各種支援を

行うことにより、事業者の脱炭素経営を促進します。 


